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 富山県製菓衛生師法施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  令和２年12月16日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第65号 

   富山県製菓衛生師法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県製菓衛生師法施行規則（昭和42年富山県規則第40号）の一部を次のように 

改正する。 

 様式第３号の備考の１中「第52条第１項」を「第55条第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県製菓衛生師法施行規則に定める様式による用紙 

 は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （生活衛生課）  

 

 

 富山県食品衛生条例施行規則を廃止する規則を次のように定め、公布する。 

  令和２年12月16日 

毎週月.水.金曜日発行 
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水 曜 日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第66号 

   富山県食品衛生条例施行規則を廃止する規則 

 富山県食品衛生条例施行規則（平成12年富山県規則第33号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に富山県食品衛生条例の一部を改正する条例（令和２年 

 富山県条例第59号）による改正前の富山県食品衛生条例（平成11年富山県条例第 

 53号）（次項において「旧条例」という。）第３条第１項の規定による届出をし 

 て漬物製造業を営んでいる者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律（平 

 成30年法律第46号）第２条の規定による改正後の食品衛生法（昭和22年法律第 

  233号）（次項において「新法」という。）第55条第１項の許可を受けていない 

 ものについては、この規則による廃止前の富山県食品衛生条例施行規則（次項に 

 おいて「旧規則」という。）第１条の２第３項の規定及び様式第２号は、この規 

 則の施行の日から起算して３年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の際現に旧条例第３条第２項の規定による届出をして給食を継 

 続的に供与するための施設を設けている者であって、新法第57条第１項の規定に 

 よる届出をしていないものについては、旧規則第１条の２第３項の規定及び様式 

 第２号は、この規則の施行の日から起算して６月を経過する日までの間は、なお 

 その効力を有する。 

                             （生活衛生課）  
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